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・
・
・
収
　
入
・
・
・

●
保
険
料

　

組
合
員
の
み
な
さ
ま
方
の
毎
月
の
給 

料
と
賞
与
か
ら
徴
収
さ
れ
た
保
険
料
は
三
〇
億

九
六
五
六
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
五
八

六
五
万
円
の
増
）

●
国
庫
負
担
金

　

事
務
費
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
で
、

一
四
〇
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
一
万
円
の

微
減
）

●
調
整
保
険
料

　

健
康
保
険
組
合
間
の
助
け
合
い
事
業
（
高
額

医
療
費
交
付
金
・
財
政
支
援
交
付
金
）
の
た
め

の
保
険
料
で
、
三
六
六
九
万
円
で
し
た
。（
対
前

年
度
比
二
〇
万
円
の
微
減
）

●
繰
入
金

　

準
備
金
限
度
外
部
分
繰
入
で
一
億
三
〇
〇
〇

万
円
で
し
た
。

（
対
前
年
度
比
一
億
二
二
七
三
万
円
の
増
加
）　

●
国
庫
補
助
金

　

国
か
ら
の
補
助
金
で
一
七
六
五
万
円
で
し
た
。

（
対
前
年
度
比
六
七
九
万
円
の
減
少
）

●
財
政
調
整
事
業
交
付
金

　

高
額
医
療
費
の
負
担
を
健
康
保
険
組
合
同
士

で
助
け
合
う
事
業
の
交
付
金
で
二
四
三
五
万
円

で
し
た
。（
対
前
年
度
比
一
五
二
八
万
円
の
減
少
）

●
そ
の
他
の
収
入

　

健
診
等
の
一
部
負
担
や
、
利
息
収
入
等
で
二

三
六
七
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
三
七
〇
万

円
の
増
加
）

●
事
務
費

　

健
康
保
険
組
合
の
運
営
や
「
組
合
会
」
等
の

関
係
費
用
で
七
七
四
一
万
円
で
し
た
。（
対
前
年

度
比
二
五
一
万
円
の
減
少
）

●
保
険
給
付
費

　

被
保
険
者
と
そ
の
家
族
の
組
合
負
担
医
療
費

や
、
傷
病
手
当
金
、
出
産
手
当
金
な
ど
の
各
種

現
金
給
付
な
ど
の
保
険
給
付
費
は
、
一
五
億
七

四
四
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
一
一
八
三
万

・
・
・
支
　
出
・
・
・

■平成30年度　収入・支出決算概要
（一般勘定）

収
　
　
　
　
　
入

科　　　目 決算額（千円）
一 般 保 険 料 3,096,559
国 庫 負 担 金 1,400
調 整 保 険 料 36,693
繰 入 金 130,000
国 庫 補 助 金 17,648
財政調整事業交付金 24,353
雑 収 入 23,665

合　　　計 3,330,318

支
　
　
　
　
　
出

科　　　目 決算額（千円）
事 務 費 77,411
保
険
給
付
費

法 定 給 付 費 1,507,441
付 加 給 付 費 休止中
小 計 1,507,441

納
　
付
　
金

前期高齢者納付金 717,245
後期高齢者支援金 617,657
病床転換支援金 4
退職者給付拠出金 6,844
小 計 1,341,750

保 健 事 業 費 80,666
営 繕 費 939
財政調整事業拠出金 36,674
積 立 金 3,000
補助金等返還金 35,343
連合会費・その他 9,664
合　　　計 3,092,888

収支差引額（一般勘定） 237,430

平
成
三
〇
年
度
　
決
算
の
お
知
ら
せ

（介護勘定）

収
　
　
入

科　　　目 決算額（千円）
介 護 保 険 収 入 305,701
繰 入 金 15,000
国庫補助金収入 4,336
雑 収 入 4
合　　　計 325,041

支
　
　
出

科　　　目 決算額（千円）
介 護 納 付 金 311,079

合　　　計 311,079

収支差引額（介護勘定） 13,962

経
常
収
支
四
年
連
続
の
黒
字
に
！

　
去
る
七
月
一
八
日
に
第
一
二
五
回
「
組
合
会
」
が
開
催
さ
れ
、
大
阪
菓
子
健
康
保

険
組
合
の
平
成
三
〇
年
度
決
算
と
同
事
業
報
告
が
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
三
〇
年
度
決
算
の
介
護
勘
定
を
含
め
た
収
入
額
は
三
六
億
五
五
三
六
万
円
で
、
一
方
支

出
は
三
四
億
三
九
七
万
円
、
差
引
の
決
算
残
金
額
は
二
億
五
一
三
九
万
円
で
し
た
。

（
対
前
年
度
比
二
〇
一
七
万
円
の
増
加
）

　
一
般
勘
定
で
は
決
算
残
金
が
、
前
年
度
よ
り
四
一
三
八
万
円
増
加
、
収
入
で
は
平
均
標
準
報

酬
月
額
の
増
加
（
一
八
二
八
円
）、
総
標
準
賞
与
額
の
増
加
（
一
億
一
二
〇
〇
万
円
）、
支
出
で

は
保
険
給
付
費
の
減
少
（
一
一
八
三
万
円
）
が
主
な
要
因
で
す
。

　
経
常
収
支
は
一
億
四
一
七
万
円
の
黒
字
で
、
前
年
度
よ
り
五
六
八
二
万
円
減
少
し
ま
し
た
が
、

四
年
連
続
の
経
常
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

　
介
護
勘
定
で
は
決
算
残
金
が
、
前
年
度
よ
り
二
一
二
一
万
円
減
少
、
保
険
料
率
引
下
げ
が
主

な
要
因
で
す
。

　
平
成
三
〇
年
度
当
初
予
算
で
は
収
入
不
足
を
補
う
た
め
一
般
・
介
護
勘
定
と
も
準
備
金
か
ら

不
足
分
を
繰
入
し
ま
し
た
が
、
一
般
勘
定
で
、
増
収
分
で
は
保
険
料
収
入
が
増
え
、
支
出
分
で

は
保
険
給
付
費
の
減
少
等
で
支
出
が
抑
え
ら
れ
、
結
果
と
し
て
四
年
連
続
の
経
常
収
支
が
黒
字

と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
介
護
勘
定
で
、
保
険
料
率
の
引
き
下
げ
に
よ
り
収
入
不
足
分
を
準
備

金
か
ら
繰
入
し
ま
し
た
。

　
当
組
合
と
し
て
今
後
も
、
最
も
重
要
な
保
健
事
業
の
充
実
を
さ
ら
に
展
開
し
、
健
全
な
財
政

運
営
を
継
続
し
な
が
ら
事
業
運
営
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

2



円
の
減
少
。
二
年
連
続
の
減
少
）

●
納
付
金

　

高
齢
者
医
療
制
度
に
係
る
納
付
金
（
前
期
高

齢
者
納
付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
病
床
転

換
支
援
金
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
等
）
で
、
総

額
が
一
三
億
四
一
七
五
万
円
で
し
た
。（
対
前
年

度
比
一
億
三
二
四
二
万
円
の
大
幅
増
加
）

※
主
な
内
訳
は
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
が
七
億

一
七
二
五
万
円
（
前
年
度
比
一
億
二
二
二
五
万
円

の
増
加
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
が
六
億
一
七
六

六
万
円
（
前
年
度
比
三
八
三
三
万
円
の
増
加
）、

退
職
者
給
付
拠
出
金
が
六
八
四
万
円
（
前
年
度

比
二
八
一
五
万
円
の
減
少
）

●
保
健
事
業
費

　

特
定
健
診
の
義
務
化
等
に
よ
り
、
被
扶
養
者

を
含
め
た
疾
病
予
防
を
中
心
と
し
た
保
健
事
業

を
展
開
。
総
額
は
八
〇
六
七
万
円
で
し
た
。

（
対
前
年
度
比
八
八
五
万
円
の
減
少
）

●
財
政
調
整
事
業
拠
出
金

　

収
入
科
目
の
調
整
保
険
料
を
、
健
康
保
険
組

合
連
合
会
に
納
め
る
た
め
の
支
出
科
目
で
、

三
六
六
七
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
二
四
万

円
の
微
減
）

※
調
整
保
険
料
率
が
一
〇
〇
〇
分
の
１
．
２
６

か
ら
同
１
．
２
３
と
一
〇
〇
〇
分
の
０
．
０
３
引

下
げ
ら
れ
た
た
め
。

●
積
立
金

　

職
員
の
退
職
金
支
払
の
た
め
の
積
立
金
で
、

三
〇
〇
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
五
〇
〇
万

円
の
減
少
）

●
営
繕
費

　

事
務
所
移
転
に
伴
う
新
事
務
所
契
約
時
の
敷

金
で
九
四
万
円
で
し
た
。

●
そ
の
他
の
支
出

　

前
年
度
受
け
入
れ
た
補
助
金
の
返
還
金
、
連

合
会
費
及
び
事
務
所
移
転
費
用
で
、
総
額
四
二

八
四
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
一
七
二
六
万

円
の
増
加
）

被保険者１人当たり（介護除く）

収入合計 454,775円 支出合計 422,353円

保険料  422,854円

調整保険料 
5,011円
国庫負担金  
191円

繰入金  
17,752円 国庫補助金  2,410円

財政調整事業交付金
3,326円

雑収入  3,231円 事務費  10,571円

保険給付費
205,850円

納付金
183,224円

保健事業費 
11,015円

営繕費  128円

積立金  410円
補助金等返還金  4,826円

財政調整事業拠出金
5,008円

連合会費・その他  1,321円

I N F O R M A T I O N
●組合の現況（令和元年8月末現在）
　◎事業所数	 	 	188事業所
　◎被保険者数			
　　　　　男	 4,211人
　　　　　女	 3,351人
　　　　　計	 7,562人
　◎被扶養者数	 4,642人
　◎平均標準報酬月額　　
　　　　　男	 345,298円
　　　　　女	 208,149円
　　　　　平均	 284,522円
　◎扶養率　　0.61

（被扶養者÷被保険者）

●お知らせ
仲間になった事業所
事業所名称 所在地 年月日 事　由
㈲宝生丸 大阪市東住吉区 平成30年12月1日 新規適用
神戸フーズ㈱ 神戸市西区 令和元年8月11日 新規適用

減少した事業所
事業所名称 所在地 年月日 事　由
㈱セルフのフルセ 東大阪市 平成30年9月1日 廃業
㈱旭屋 堺市美原区 平成31年3月31日 倒産

モリウエ製菓㈱ 八尾市 平成31年4月1日 合併
㈱CROWN 大阪市大正区 令和元年5月1日 廃業
豊下製菓㈱ 大阪市阿倍野区 令和元年8月1日 廃業
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病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
長
期
間
働
け
ず
、

給
与
な
ど
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
支
給
さ

れ
る
の
が
傷
病
手
当
金
で
す
。
働
け
な
い
期

間
の
生
活
費
の
ほ
か
、
療
養
に
か
か
る
費
用

を
経
済
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
制
度
で
す
。

　

傷
病
手
当
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
次
の

４
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

療
養
の
た
め
に
仕
事
に
就
け
な
い
（
労
務

不
能
）
と
い
う
判
断
は
、
原
則
と
し
て
主
治

医
が
行
い
ま
す
。
入
院
し
て
い
る
場
合
だ
け

で
な
く
、
自
宅
で
療
養
し
な
が
ら
医
師
の
診

察
を
受
け
て
い
る
場
合
も
含
み
ま
す
。

　

ま
た
、
休
業
開
始
３
日
間
は
待
期
と
見
な

さ
れ
、
支
給
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
例
え

ば
土
日
も
含
め
て
３
日
間
休
み
、
４
日
目
か

ら
休
業
す
る
場
合
は
そ
の
日
か
ら
支
給
対
象

と
な
り
ま
す
。
も
し
、
３
日
目
に
出
勤
し
、

そ
の
後
長
期
間
休
業
す
る
場
合
は
さ
ら
に
３

日
間
の
待
期
が
必
要
で
す
。

　

傷
病
手
当
金
は
、
支
給
月
を
含
む
直
近
の

継
続
し
た
12
ヵ
月
の
標
準
報
酬
月
額
の
平
均

額
を
30
日
で
割
っ
た
「
基
準
と
な
る
日
額
」

を
基
に
計
算
し
ま
す
。
基
準
と
な
る
日
額
の

３
分
の
２
が
欠
勤
１
日
当
た
り
の
支
給
額
と

な
り
ま
す
。
支
給
さ
れ
る
期
間
は
最
長
で
１

年
６
ヵ
月
で
す
。

　

傷
病
手
当
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、「
傷

病
手
当
金
支
給
申
請
書
」
の
提
出
が
必
要
で

す
。
そ
の
際
、
労
務
不
能
と
判
断
す
る
医
師

の
意
見
と
、
勤
務
状
況
が
分
か
る
事
業
主
の

証
明
（
タ
イ
ム
カ
ー
ド
や
出
勤
簿
な
ど
）
の

添
付
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
療
養
の
た

め
に
休
業
し
た
翌
日
か
ら
２
年
以
内
で
あ
れ

ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
傷
病
手
当
金
は
、
業
務
以
外
で
の

病
気
や
け
が
で
働
け
な
い
と
き
に
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。
業
務
上
や
通
勤
中
の
病
気
や

け
が
は
労
災
保
険
の
支
給
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
傷
病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

病
気
や
け
が
の
療
養
で

働
け
な
い
場
合
の
経
済
的
サ
ポ
ー
ト

最
長
で
１
年
６
ヵ
月
支
給

申
請
書
、
事
業
主
の
証
明
等
が
必
要

傷病手当金
● 病気やけがで働けない場合に支給される

● 欠勤1日につき、基準となる日額（標準報酬月額の
過去1年間の平均から算定）の3分の2を支給

● 「傷病手当金支給申請書」の提出が必要

病
気
や
け
が
で
仕
事
を
休
み

給
与
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
？

病
気
や
け
が
で
長
期
間
仕
事
に
就
け
ず
、
給
与
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
、

そ
の
間
の
生
活
費
や
療
養
に
か
か
る
費
用
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
え
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

支
給
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
も
き
ち
ん
と
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

１ 

病
気
や
け
が
で
療
養
し
て
い
る

２ 

療
養
の
た
め
に
仕
事
に
就
く
こ
と

が
で
き
な
い

３ 

連
続
し
て
３
日
以
上
休
ん
で
い
る

 

※
有
給
休
暇
・
公
休
を
含
む

４ 

給
与
な
ど
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
て

い
な
い

欠勤１日当たり、基準となる日額の
３分の２を支給

標準報酬月額の平均額÷ 30日
＝基準となる日額

支給月を含む直近 12ヵ月間の
標準報酬月額の平均額を算出

傷病手当金の支給額の計算方法
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病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
長
期
間
働
け
ず
、

給
与
な
ど
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
支
給
さ

れ
る
の
が
傷
病
手
当
金
で
す
。
働
け
な
い
期

間
の
生
活
費
の
ほ
か
、
療
養
に
か
か
る
費
用

を
経
済
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
制
度
で
す
。

　

傷
病
手
当
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
次
の

４
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

療
養
の
た
め
に
仕
事
に
就
け
な
い
（
労
務

不
能
）
と
い
う
判
断
は
、
原
則
と
し
て
主
治

医
が
行
い
ま
す
。
入
院
し
て
い
る
場
合
だ
け

で
な
く
、
自
宅
で
療
養
し
な
が
ら
医
師
の
診

察
を
受
け
て
い
る
場
合
も
含
み
ま
す
。

　

ま
た
、
休
業
開
始
３
日
間
は
待
期
と
見
な

さ
れ
、
支
給
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
例
え

ば
土
日
も
含
め
て
３
日
間
休
み
、
４
日
目
か

ら
休
業
す
る
場
合
は
そ
の
日
か
ら
支
給
対
象

と
な
り
ま
す
。
も
し
、
３
日
目
に
出
勤
し
、

そ
の
後
長
期
間
休
業
す
る
場
合
は
さ
ら
に
３

日
間
の
待
期
が
必
要
で
す
。

　

傷
病
手
当
金
は
、
支
給
月
を
含
む
直
近
の

継
続
し
た
12
ヵ
月
の
標
準
報
酬
月
額
の
平
均

額
を
30
日
で
割
っ
た
「
基
準
と
な
る
日
額
」

を
基
に
計
算
し
ま
す
。
基
準
と
な
る
日
額
の

３
分
の
２
が
欠
勤
１
日
当
た
り
の
支
給
額
と

な
り
ま
す
。
支
給
さ
れ
る
期
間
は
最
長
で
１

年
６
ヵ
月
で
す
。

　

傷
病
手
当
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、「
傷

病
手
当
金
支
給
申
請
書
」
の
提
出
が
必
要
で

す
。
そ
の
際
、
労
務
不
能
と
判
断
す
る
医
師

の
意
見
と
、
勤
務
状
況
が
分
か
る
事
業
主
の

証
明
（
タ
イ
ム
カ
ー
ド
や
出
勤
簿
な
ど
）
の

添
付
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
療
養
の
た

め
に
休
業
し
た
翌
日
か
ら
２
年
以
内
で
あ
れ

ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
傷
病
手
当
金
は
、
業
務
以
外
で
の

病
気
や
け
が
で
働
け
な
い
と
き
に
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。
業
務
上
や
通
勤
中
の
病
気
や

け
が
は
労
災
保
険
の
支
給
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
傷
病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

病
気
や
け
が
の
療
養
で

働
け
な
い
場
合
の
経
済
的
サ
ポ
ー
ト

最
長
で
１
年
６
ヵ
月
支
給

申
請
書
、
事
業
主
の
証
明
等
が
必
要

傷病手当金
● 病気やけがで働けない場合に支給される

● 欠勤1日につき、基準となる日額（標準報酬月額の
過去1年間の平均から算定）の3分の2を支給

● 「傷病手当金支給申請書」の提出が必要

病
気
や
け
が
で
仕
事
を
休
み

給
与
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
？

病
気
や
け
が
で
長
期
間
仕
事
に
就
け
ず
、
給
与
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
、

そ
の
間
の
生
活
費
や
療
養
に
か
か
る
費
用
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
え
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

支
給
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
も
き
ち
ん
と
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

１ 

病
気
や
け
が
で
療
養
し
て
い
る

２ 

療
養
の
た
め
に
仕
事
に
就
く
こ
と

が
で
き
な
い

３ 

連
続
し
て
３
日
以
上
休
ん
で
い
る

 

※
有
給
休
暇
・
公
休
を
含
む

４ 

給
与
な
ど
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
て

い
な
い

欠勤１日当たり、基準となる日額の
３分の２を支給

標準報酬月額の平均額÷ 30日
＝基準となる日額

支給月を含む直近 12ヵ月間の
標準報酬月額の平均額を算出

傷病手当金の支給額の計算方法

有効期間  2020年 3月 31日 まで
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被保険者の皆さまへ

被扶養者資格の再確認に
ご協力ください

　被扶養者の資格確認は、国からの指導に基づき、
1年に1度行っています。
　健康保険組合では、保険料負担のない被扶養者の
方にも、被保険者の方と同様に健康保険の給付を行
っています。そのため、現在被扶養者として認定さ
れている方が引き続き資格があるかどうかの確認が
必要です。
　健康保険組合の財政の健全化のためにも、ご協
力をお願いいたします。

資格確認書類の提出を忘れていた！
期限までに必要な書類の提出がなかった場合、被扶養者の資格を失う可能性があり
ます。

資格がなくなっていたのに気づかずにそのままにしていた！
資格を失ってから届け出を行わず、その間に医療機関を受診した場合は健康保険組
合負担分の7割分の医療費を返還していただくことになります。

このような
ケースに

ご注意

こうして被扶養者の資格を再確認します
主な認定基準は以下のとおりですが、さまざまなケースが考えられます。
個別の事情をうかがったうえで認定いたします。

被扶養者と認められる主な基準は？
収　入
・主として被保険者の収入で生計を維持していること
・	被扶養者の対象となる方の年収が130万円（60歳以上または障害年金受給者は
180万円）未満であること
・	被扶養者の対象となる方の年収が、被保険者の年収の2分の1未満であること

事業収入（農業、林業、商業等継続的に行う事業）、勤労収入（労働者が事業主から受けるすべてのもの）、年金収入、その
他収入（利子収入、投資から生じる配当収入、不動産の賃貸料収入、雇用保険の給付金等継続性のある収入）

被保険者との関係について

被保険者と同居・別居いずれでもよい 被保険者との同居が条件
●配偶者（内縁関係でもよい）
●子、孫、兄弟姉妹
●父母、祖父母などの直系尊属

●	伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・兄弟姉妹の配偶者、配偶者の父母
や子など左記以外の3親等内の親族

●内縁関係の配偶者の父母および子
●内縁関係の配偶者死亡後の父母および子

※75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者になるため、被扶養者にはなれません。
再確認にあたって必要な書類は？

「健康保険被扶養者資格確認調書」と、被扶養者の資格があることを証明する書類を添付してください。
住民票 所得証明書 在学証明書（学生）直近の年金額の分かる書類（年金受給者）送金が証明できる書類（別居の場合）など

収入には以下のものが含まれます

重要

6



被扶養者資格の　　 &
認定基準を満たさなくなった場合は、5日以内に「被扶養者（異動）届」に保険証を添え
て提出してください。

被扶養者が企業に就職して本人として
健康保険に入ったのですが、被扶養者か
ら自動的に削除されるんですよね？

資格喪失には手続きが必要です。被扶養者が就職して、別の健康保
険や国民健康保険、協会けんぽなどに加入したのに、「被扶養者
（異動）届」を提出していない場合、2つの健康保険に二重で加入し
ていることになってしまいます。健康保険の被扶養者の条件を満た
さなくなった場合は、すみやかに届け出てください。

被扶養者である別居の母親に、手渡しで
生活費を渡しているのですが。

仕送り額などが認定条件にあてはまる場合でも、生活費を手渡しし
ている場合は送金の事実を確認できないため、原則として被扶養
者として認定できません。必ず、金融機関で発行される利用明細書
など、第三者が見て、だれがだれあてにいついくら支払ったかがわ
かる書類を準備してください。

遠方に住む両親がいます。父親は給料と
年金収入がありますが、母親は年金収入
のみなので、仕送りをしています。母親
のみ扶養に入れられますか？

民法第752条には夫婦の同居、協力及び扶助の義務が定められて
います。このため、この場合は原則として父親が扶養すべきものと
考えられますが、生活実態から総合的に判断します。

共働きで配偶者も収入があります。子ど
もが生まれるのですが、自分の健康保険
の被扶養者とすることはできますか？

共働きの場合、原則として子どもは収入の多いほうの被扶養者とな
ります。同程度の場合は、主に生計を維持しているほうの被扶養者
になります。

被扶養者が就職して別の健康保険に入っ
たにもかかわらず届け出を忘れていまし
たが、保険証は使っていません。健康保
険には負担はかかっていませんよね？

皆さまから納めていただいた保険料の一部は、高齢者医療制度へ
の納付金として国に納めています。この納付金額は、被扶養者を含
む加入者数により決められており、「被扶養者（異動）届」を提出し
ないと、本来払うべき金額より負担額が増えてしまいます。被扶養
者が資格を失った場合は、すみやかに届け出てください。

　2020年4月1日から被扶養者の要件が見直され、被扶養者になれる
条件に「国内に住所を有していること」が加わります。このため、被
扶養者が国内に居住していない場合には、2020年4月1日で被扶養者
の資格を失います。
　ただし、海外留学や家族の海外赴任への同行など、渡航目的などか
ら国内生活の基盤があると認められる場合には、例外的に被扶養者に
なることができます。

被扶養者の条件に
「国内に住所を
　有していること」が
加わります

家族みんなで「医療費節約」を考えよう
医療費節約は、家計支出を抑えるだけでなく、保険料負担の引き上げ防止につながります。

「診療明細書」で
医療費チェック

医療機関で
医療費を支
払うともら
える「診療
明細書」。し
っかり確認
して医療と
医療費に関
心を持ちま
しょう。

信頼できる
「かかりつけ医」がいますか？

継続的にかかるかかりつけ医がいれ
ば、自分や家族の病歴や体質なども
理解してくれるので、安心して受診
できます。

安くて安心の
「ジェネリック医薬品」

特許が切れた成分で作られた薬がジ
ェネリック医薬品です。効き目や安全
性は新薬と同等で安価です。活用す
ることで医療の質を落とさずに医療
費を節約できます。

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

Q A

診療明細書
●● ●●●●●●●●●●●

●●
●●

●●●●●●●●●●●
●●

●●●●●●●●●●●
●●

●● ●●●●●●●●●●●
●●

●●

●●●●●●●●●●●
●●

●●●●●●●●●●●
●●

診療明細書
●● ●●●●●●●●●●●

●● ●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●● ●●●●●●●●●●●
●● ●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●● 内 服 薬
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毎
年
見
直
さ
れ
る

標
準
報
酬
月
額

保
険
料
等
の
計
算
に
使
用
さ
れ
る
「
標
準
報
酬
月
額
」。

９
月
分
の
保
険
料
か
ら
、

新
し
い
標
準
報
酬
月
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

毎
月
の
給
与
か
ら
算
定
さ
れ
る

標
準
報
酬
月
額
の
仕
組
み
を
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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標準報酬月額と保険料決定の仕組み

＝ 月々の健康保険料額

×標準報酬月額

28万円
加入している

医療保険者が定める
保険料率

給与が変わっていないのに
保険料が上がった場合は……

標準報酬月額の決定の際には、基本給だけでなく毎月支払われる
手当なども算定対象になります。引っ越しに伴って通勤手当の額が
変動する、結婚して家族手当が増えるなどの変化で改定されること
がありますので、確認してみましょう。

30

4月 5月 6月

25

20

15

10

5

27万円
30万円 28万円 等級 標準報酬

（単位：円）
報酬月額

（以上～未満、単位：円）
1 58,000 　　　　　63,000

2 68,000 63,000～ 73,000

3 78,000 73,000～ 83,000

〜 〜 〜
20 260,000 250,000～ 270,000

21 280,000 270,000～ 290,000

22 300,000 290,000 ～ 310,000

23 320,000 310,000～ 330,000

〜 〜 〜
48 1,270,000 1,235,000～ 1,295,000

49 1,330,000 1,295,000～ 1,355,000

50 1,390,000 　  1,355,000～

4・5・6月の
給与の平均額が
該当する等級

標準報酬月額

28万円
21等級

4・5・6月の給与平均

28.3333…万円

■標準報酬月額表（抜粋）■4・5・6月分の給与

　

毎
月
支
払
っ
て
い
る
保
険
料
の
額
は
、
そ
の

人
の
給
与
の
支
給
額
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

毎
月
の
支
給
額
は
一
人
一
人
異
な
り
、
さ
ら

に
手
当
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す

が
、
そ
の
都
度
、
保
険
料
額
等
を
計
算
す
る
の

で
は
な
く
、「
標
準
報
酬
月
額
」
を
用
い
て
決

定
し
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
給
与
の
支
給
額
を
1
等
級
・

５
万
８
０
０
０
円
〜
50
等
級
・
１
３
９
万
円
に

区
分
し
、
該
当
す
る
区
分
を
基
に
保
険
料
や
出

産
手
当
金
、
傷
病
手
当
金
な
ど
の
支
給
額
を
計

算
し
ま
す
。

　

標
準
報
酬
月
額
は
、
毎
年
４
・
５
・
６
月
の

３
ヵ
月
の
支
給
額
の
平
均
か
ら
算
出
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
「
定
時
決
定
」
と
い
い
、
こ
の
標

準
報
酬
月
額
が
同
じ
年
の
９
月
か
ら
翌
年
８
月

ま
で
の
１
年
間
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
昇
給
や
降
給
な
ど
で
給
与
の
「
固

定
的
賃
金
」
が
変
わ
り
、
連
続
し
た
３
ヵ
月
間

の
報
酬
額
の
平
均
が
２
等
級
以
上
変
わ
る
と
き

は
、
次
の
定
時
決
定
を
待
た
ず
に
標
準
報
酬
月

額
を
見
直
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
随
時
改
定
」
と

い
い
ま
す
。

　

な
お
、
残
業
代
の
変
動
だ
け
で
は
固
定
的
賃

金
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
随
時
改
定

は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、
基
本
給
、

諸
手
当
（
役
付
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
宅
手

当
、
家
族
手
当
、
休
職
手
当
な
ど
）、
年
４
回

以
上
支
給
さ
れ
る
賞
与
な
ど
の
固
定
的
賃
金
が

変
わ
っ
た
場
合
が
対
象
で
す
。

　

そ
の
他
、
入
社
時
点
の
報
酬
額
を
基
に
決
定

す
る
「
資
格
取
得
時
決
定
」、
産
前
産
後
休
業

や
育
児
休
業
を
終
え
た
際
に
行
わ
れ
る
「
産
前

産
後
休
業
終
了
時
改
定
」「
育
児
休
業
等
終
了

時
改
定
」
も
あ
り
ま
す
。

　

平
成
30
年
10
月
か
ら
は
、
随
時
改
定
に
お
い

て
も
定
時
決
定
の
場
合
と
同
様
に
、
年
間
の
報

酬
の
月
平
均
額
と
の
比
較
に
よ
り
、
保
険
者
に

よ
る
実
態
に
応
じ
た
標
準
報
酬
月
額
の
算
定
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

健
康
保
険
・
介
護
保
険
の
保
険
料
は
、
標
準

報
酬
月
額
に
保
険
料
率
を
掛
け
て
計
算
さ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
標
準
報
酬
月
額
が
変
動
す
れ

ば
毎
月
の
保
険
料
も
変
わ
り
ま
す
。
９
月
か
ら

新
し
い
標
準
報
酬
月
額
が
適
用
さ
れ
、
保
険
料

額
が
増
減
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
率
は
各
医
療
保
険
者
が
、
そ
の
財
政

状
況
や
事
業
内
容
に
応
じ
て
定
め
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
に

よ
っ
て
料
率
は
異
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
毎
月
の
給
与
か
ら
だ
け
で
な
く
、
年

３
回
ま
で
支
給
さ
れ
る
賞
与
か
ら
も
保
険
料

を
納
め
ま
す
。
そ
の
際
は
標
準
報
酬
月
額
で

は
な
く
、「
標
準
賞
与
額
」（
賞
与
支
給
額
の

１
０
０
０
円
未
満
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
保
険

料
率
を
掛
け
て
保
険
料
の
額
を
決
定
し
ま
す
。

給
与
支
給
額
の
区
分
に
よ
り

標
準
報
酬
月
額
を
決
定

新
し
い
標
準
報
酬
月
額
の
適
用
で

保
険
料
が
変
わ
る
場
合
が
あ
る
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令和元年度　地域別最低賃金の全国一覧

都道府県名 最低賃金時間額
【円】 発効年月日

北海道 861 （835） 令和元年10月3日

青　森 790 （762） 令和元年10月4日

岩　手 790 （762） 令和元年10月4日

宮　城 824 （798） 令和元年10月1日

秋　田 790 （762） 令和元年10月3日

山　形 790 （763） 令和元年10月1日

福　島 798 （772） 令和元年10月1日

茨　城 849 （822） 令和元年10月1日

栃　木 853 （826） 令和元年10月1日

群　馬 835 （809） 令和元年10月 6日

埼　玉 926 （898） 令和元年10月1日

千　葉 923 （895） 令和元年10月1日

東　京 1,013 （985） 令和元年10月1日

神奈川 1,011 （983） 令和元年10月1日

新　潟 830 （803） 令和元年10月 6日

富　山 848 （821） 令和元年10月1日

石　川 832 （806） 令和元年10月2日

福　井 829 （803） 令和元年10月4日

山　梨 837 （810） 令和元年10月1日

長　野 848 （821） 令和元年10月4日

岐　阜 851 （825） 令和元年10月1日

静　岡 885 （858） 令和元年10月4日

愛　知 926 （898） 令和元年10月1日

三　重 873 （846） 令和元年10月1日

滋　賀 866 （839） 令和元年10月3日

京　都 909 （882） 令和元年10月1日

大　阪 964 （936） 令和元年10月1日

兵　庫 899 （871） 令和元年10月1日

都道府県名 最低賃金時間額
【円】 発効年月日

奈　良 837 （811） 令和元年10月5日

和歌山 830 （803） 令和元年10月1日

鳥　取 790 （762） 令和元年10月5日

島　根 790 （764） 令和元年10月1日

岡　山 833 （807） 令和元年10月2日

広　島 871 （844） 令和元年10月1日

山　口 829 （802） 令和元年10月5日

徳　島 793 （766） 令和元年10月1日

香　川 818 （792） 令和元年10月1日

愛　媛 790 （764） 令和元年10月1日

高　知 790 （762） 令和元年10月5日

福　岡 841 （814） 令和元年10月1日

佐　賀 790 （762） 令和元年10月4日

長　崎 790 （762） 令和元年10月3日

熊　本 790 （762） 令和元年10月1日

大　分 790 （762） 令和元年10月1日

宮　崎 790 （762） 令和元年10月4日

鹿児島 790 （761） 令和元年10月3日

沖　縄 790 （762） 令和元年10月3日

厚生労働省HPより抜粋

※括弧書きは、平成 30年度地域別最低賃金
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